
台風７号の接近・通過に伴うお知らせ

台風７号の接近・通過により、家畜や畜舎に被
害のあった方は以下の事項の確認をお願いしま
す。

①畜舎の損壊や家畜の死亡など甚大な被害が
あった場合
市町村や農業事務所へ報告してください。
また、後日支援事業が発動した場合に備え、被害の状況
が分かる写真や発注書・納品書等復旧に係る書類の保管
をお願いします。

②畜舎が破損した場合
早急な修理をお願いします。
養豚農場は防護柵や防鳥ネット、養鶏農場では防鳥
ネットに破損が無いか確認をお願いします。

※被害の有無に関わらず、悪性伝染病の侵入防
止のために、農場の消毒をお願いします。※

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

    Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
 Fax：043-286-0090
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家畜衛生だより

中央家畜保健衛生所 Tel.043-250-4141  
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

日頃から、防護柵や

防鳥ネットの維持管理、
ゲート開閉の管理等の
野生動物侵入防止対策
徹底をお願いします。
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